
御杖村職員勧奨退職実施要綱の一部を改正する告示 

 

御杖村職員勧奨退職実施要綱(平成 23 年御杖村告示第 24 号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第 2 条中「満 50 歳以上 59 歳未満の者」を「満 50 歳以上で定年退職日の 1

年以上前の者」に改める。 

 

附　則 

この告示は、公布の日から施行する。


